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入所型施設の完結としてのてんかん者施設の歴史的研究

－アメリカ合衆国てんかん者施設史研究序説

中村満紀男(1)・岡典子(2)

HistoricalStudyontheEpilepticColonyastheComplete

ModelofthelnstitutionintheUnitedStates

NAKAMURAMakio(1)andOKANoriko(2)

Thepurposeofthisstudyistoexaminethesignificanceandmethodforexaminingthehistoricaldevelopment

fromtheestablishmentoftheepilepticcoloniesattheendofl9thcenturytotheirclosureinthelatterhalf

oftwentiethcentury.Thesecolonieswerethefinalstageofresidentialfacilitiesforpeoplewithdisabilitiesin

theUnitedStates.Afterverifyingthattherearescantpreviousresearchesonthehistoryoftheepilepticcolony,

itisexaminedthatthesignificanceandmethodofourhistoricalresearcharevalid,andtheAmericancolonies

fortheepilepticaretypicalasthesegregatedinstitution.And,theinstitutionsforthementallyillandthe

feeblemindedarecomparablewiththeepilepticcoloniesinsociallabeling.Theannualreportsissuedbythese

coloniesaregooddocumentsforrevealingtheliferunbytheepilepticinthecolony,andareeasilyavailable.
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1．序

（1）はじめに

本論文の目的は，20世紀転換期アメリカ合衆国（以下，

アメリカ）において，障害のある子どもや成人を病院や施

設に収容して保護する入所型施設，いわゆる院内保護の最

終段階として完結するてんかん者施設に関する歴史的研究

の序説として，研究が必要な理由と成果の見通し，研究の

観点と方法，資料，対象国としてのアメリカ，今後の研究

の構想の妥当性等について検討することである。

最初に，てんかん者施設史研究の必要性とその研究の現

状について述べる。てんかんが病気または症状として認識

されたのは古く紀元前からあったことは，医聖・ヒポクラ

テス(Hippocrates[英語]c.460BC-c.370BC)が

｢聖なる病」として命名したことに象徴される。しかし，
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てんかん者の処遇が医療の対象だけでなく，社会制度とし

て課題になったのは近代になってからであり，1863年のド

イツのヴェストファーレン州ビーレフェルトに創設された

ベテルの施設をてんかん専門施設の初例とする。しかし近

代における障害児（者）施設あるいは学校の歴史的研究の

なかで，てんかん者施設史は最も立ち後れた研究対象の一

つであった。

しかし，てんかんに関連する歴史的研究が空白であった

かといえば，必ずしもそうではない。むしろ，少数ながら

もある程度，関心を示されてきたテーマであったといえる

だろう】)。てんかん史に関連する学術書が，近年，連続し

て刊行されている。また,2009年がてんかん研究専門誌

Epilepsia刊行百年目に当たったのを記念したHermann

(2010）の論文があり，てんかん者施設を含む障害者の医




















